
　当院は、厚生労働大臣の定める看護の基準・食事療養
を行っている保険医療機関です。

　１．当院は、１０対１人以上の看護職員がいます。

　２．当院は、入院時食事療養（Ⅰ）の届出を行ってお
　　　り、管理栄養士又は栄養士によって管理された食
  　　事を保温保冷配膳車等を使用し適時適温にて提供
  　　しています。

柳井医療センター院長

階 病 棟 の 配 置 人 員

　　当病棟では、１日に 人以上の看護職員（看護師及び准看護師）

　　が勤務しています。

　  なお、時間帯毎の配置は次のとおりです。　　　　　　　　　　　

・ 朝８時３０分～夕方１７時１５分まで、看護職員１人当たり
の受け持ち数は ５ 人以内です。

・ 夕方１７時１５分～深夜１時まで、看護職員１人当たりの受
け持ち数は 人以内です。

・ 深夜１時～朝８時３０分まで、看護職員１人当たりの受け持
ち数は 人以内です。１８
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